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和歌山大学 柑芦会 会則

第  章 総 則

 名 称  

第 条 本会 柑芦会           称   

 目 的  

第 条 本会 会員相互 親睦 図     母校 会員  関係 緊密     隆昌 

発展 助  併  社会文化 進歩向上 寄与     目的    

 事 業  

第 条 本会 前条 目的 達成     次 事業 行  

  母校 協力  研究 助成 奨励 努     

  会員 啓発    講演会 懇談会等 開催  相互交流 活発      

  会報 発行  会員名簿 常備     

  会員 慶弔 対  相互扶助 努     

第  章 会 員

 構 成  

第 条 本会 次 掲  会員    組織  別 会友 置  

  正会員

  特別会員

  名誉会員

 正会員  

第 条 正会員 次 掲  者    

  和歌山高等商業学校 卒業生

  和歌山経済専門学校 卒業生

  和歌山工業専門学校 卒業生

  和歌山大学経済学部 卒業生

  和歌山大学大学院経済学研究科 修了生

  和歌山大学経済短期大学部 卒業生

  前各号 学校 中途退学者  理事会 推薦     承認 得 者

 特別会員  

第 条 特別会員 次 掲  者    

  前条第 号  第 号 規定  各学校 旧職員  理事会 推薦   

  承認 得 者

  和歌山大学経済学部 現職員

 名誉会員  

第 条 名誉会員 正会員 特別会員以外 者  本会 特別 関係  者    理事会

 推薦     承認 得 者    

 会 友  

第 条 会友 和歌山大学経済学部及 和歌山大学大学院経済学研究科 在学生    



2

第  章 組 織

 本 部  

第 条 本部 和歌山市栄谷    番地 和歌山大学経済学部内 置  

 本部役員  

第   条 本会 次 掲  役員 置  

会 長  名 別 定  細則 於  理事 中  選出   

副会長  名 副会長  大阪 和歌山 東京 神戸 東海 各支部長 就任   

理 事   名以上   名以内 会長 副会長 各支部長 含  

別 定  細則    支部別 定数 従 各支部 選出   

常任監事  名 監事 互選 常任監事 定   

監 事  名     名 常任監事 含  

理事 選出方法 準  選出   

顧 問 会長経験者 和歌山大学長 和歌山大学経済学部長    

 任 期  

第   条 役員 任期  年   重任 妨    

会長 任期 選任  年後 定時理事会 終結 時     欠員補充   場合 

任期  前任者 任期 満了  時      

 会 長  

第   条 会長 本会 代表  会務 統括  他 理事会 招集    議長    

 副会長  

第   条 副会長 会長 補佐  会務 掌理   

 理事会  

第   条 理事    理事会 組織   

理事会  第   条 定  本会 重要事項 審議  議決   

 会長副会長会  

第   条 会長 副会長    組織  必要 都度 会長 招集   

但  第   条 審議事項     決定     

 本部事務局  

第   条 本会 事務 処理     本部事務局 大阪市中央区谷町  丁目  番   号

       大阪谷町    号 置  

本部 事務局長及 委員会 置  

事務局長  日常業務 管掌   

委員会  会報 編集 広報 支部支援 大学 学生支援   担当    業務 

一部 特定 支部 委託         

 支 部 

第   条   本会 次 支部 置  支部  他学部同窓会 合意 得 和歌山大学同窓会 

 地域 支部 機能 果         

和歌山 大阪 東京 東海 神戸 京滋 北海道 東北 北陸 福井 静岡 三重 姫路

岡山 広島 山陰 山口 徳島 高知 香川 愛媛 九州 沖縄 北米 韓国 台湾 

支部 関  規約  支部 定   

  支部長  柑芦会理事 役職 兼務   但  海外支部 除  

期中 支部長 交代  場合 新支部長 遅滞   本部事務局 連絡     

     

理事 交代  場合 同様    
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第  章 理 事 会

 理事会  

第   条 理事会  毎年 回   開催        但  必要 応 臨時 開    

    理事会      理事現在数  分  以上 出席      議事 開

  議決          

但  当該議事   書面         意思 表示  者  出席者     

 審議事項  

第   条 理事会    審議  事項 次        

  会則 改正

  会長 選任

  予算及 決算 承認

  資金 運用及 借入

  不動産 売買

    他 会 運営 大  影響 与  事項

 招 集  

第   条 理事会 招集  少      日前  会議 目的 期日 場所 議案等 付  

適当 方法    本部役員 通知   

 臨時理事会招集請求権  

第   条 理事    名以上 連名     会長 対 臨時理事会 招集 請求    

     

 理事会 決議  

第   条 議事  出席理事 過半数 決  可否同数     議長    決   

    会則 改正  出席理事  分  以上 同意          

第  章 会 計

 経 理  

第   条 本会 経費  入会金 寄付金及   他 収入 以  支弁   

 入会金  

第   条 正会員  会友       入学時  入会金   金       円 納付     

   

 会計年度  

第   条 本会 会計年度  毎年  月  日 始   翌年  月   日 終  

第  章 補 則

 名 簿  

第   条 本会 各支部  支部会員 名簿 整理   備 置       

 会員 異動  

第   条 会員  住所  他 異動 生        都度所属支部 連絡  各支部 

本部事務局 連絡        

 細 則  

第   条   会則     細則  理事会 議決 経 別 定   
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柑芦会 細則

（支部役員定数）

会則第 10条に掲げる理事及び監事の支部別定数は、次のとおりとする。

支部名 理事定数 監事定数 支部名 理事定数 監事定数

和歌山 10～12 1 岡山 1
大阪 15～19 1～2 広島 1
東京 6～8 山陰 1
東海 3～5 山口 1
神戸 3～5 徳島 1
京滋 2～3 高知 1
北海道 1 香川 1
東北 1 愛媛 1
北陸 1 九州 0
福井 1 沖縄 0
静岡 1 北米 0
三重 1 韓国 0
姫路 1

合計 56～69

（会長選任）

会則第 10条 会長選任に関して必要な事項を定める。

（選任時期）

1．会長は次の各号により不在となった場合、理事会で選出する。
（1）会長の任期満了
（2）会長辞任の場合
（3）会長が死亡その他の事由により欠けた場合
（会長候補者の選出）

2．任期満了に伴う会長改選については、下記の手順に基づき選任を行うものとする。
なお、前項（2）（3）の場合は、下記各項の期限は無効とし、その手続きに準じて遅
滞なく選任する。

（1）事務局は、定時理事会開催月の３ヶ月前に各支部に候補者の推薦依頼を行う。
推薦はその時点の理事を対象者とし、本部事務局は全理事の一覧表を添付する。

（2）支部は、定時理事会開催の２ケ月前迄に、候補者の推薦を行う。
（3）支部から候補者の推薦がない場合、会長、副会長会に於いて適任者を人選し、

理事会に推薦する。

（4）推薦された者が同意した場合は立候補者となる。
（5）立候補者が複数の場合、理事会開催の案内時までに立候補者と推薦支部を公表

し選挙を行うものとする。

なおこの場合、立候補者は所信表明書を本部事務局に提出し、事務局は遅滞な

く理事に送達するものとする。

（6）選挙管理は監事が行う。
（選任の方法）

３．会長の選任は、理事会において出席理事の過半数の決議によって行うものと

する。



5

（ 附 則 ）

制 定 大正 15年 3月 11日
以降、 随時改定

最終改定 平成 27年 5月 30日

以 上


